
シートベルトの着用徹底に関する緊急対策

緊急対策の概要

＜貸切バスのシートベルトの着用徹底について＞

○ 貸切バス事業者は乗客の安全確保のため下記につい
て徹底すること

・ シートベルトを座席に埋没させないなど、シートベルトを
常時使用できる状態にしておくこと

・ 右掲のリーフレットを座席ポケットに備付ける等により
乗客へのシートベルトの着用の注意喚起を行うこと

・ 添乗員等の協力を得ながら、発車前に乗客のシートベ
ルト着用状況を目視等により確認すること

・ 車内放送等により乗客にシートベルトの着用を促すこと

現状の課題

・ 大型バスの客席におけるシートベルトの着用
が依然として徹底されていない。

●シートベルト着用励行リーフレット
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